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下 水 道 使 用 料 に 係 る 返 還 金 支 払 要 綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、下水道使用料の過誤納金のうち、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２３６条の規定に基づき時効により還付することができない下水

道使用料相当額（以下「還付不能金」という。）を、過誤納返還金（以下「返還

金」という。）として支払うことにより、納付者の不利益を補填し、もって下水

道使用料徴収における公平の確保と信頼を保持することを目的とする。 

 （返還金対象者） 

第２条 豊中市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、豊中市上下水

道局（以下「局」という。）の責に帰する下水道使用料賦課誤りに基づく還付不

能金が生じた場合、還付不能金を納付した者（以下「返還金対象者」という。）

に返還金を支払うことができる。ただし、当該返還金対象者が死亡している場合

は、その相続人とする。 

 （返還金の額等） 

第３条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 

（1）還付不能金 

（2）利息相当額 

２ 前項第１号の還付不能金は、原則として支出を決定する日の属する年度から１０

年前の年度までの期間において、局で保有する納付情報又は返還金対象者が保管す

る領収証等により納付が確認できる還付不能金の合計額とする。 

３ 第１項第２号の利息相当額を計算する場合において、豊中市債権の管理に関する

条例第８条の規定を準用する。この場合において、納付日が確認できない場合は、

還付不能金は各納付月の末日に納付したものとみなす。 

（返還金の決定） 

第４条 管理者は、事実関係等を調査し、返還金の支払を適当と認めたときは、速

やかに返還金の支払を決定するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定により返還金の支払を決定した場合、返還金支払決定通知

書（様式第１号）により、返還金対象者へ通知するものとする。 

（返還金の請求） 

第５条 返還金対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求

書（様式第２号）により管理者に請求するものとする。 

２ 管理者は、前項の請求を受けた場合、速やかに返還金を請求者に支払うものとす

る。 
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 （充当の禁止） 

第６条 返還金対象者が納付すべき下水道使用料がある場合においても、返還金に

ついては、充当を行わないものとする。 

 （返還金の返還） 

第７条 管理者は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があると

きは、次の各号に掲げる合計額をその者から返還させるものとする。 

（1）還付不能金 

（2）返還金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、前号の額に法定利率の割合

を乗じて得た額 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１１月５日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１０月１日から実施する。 

 



 

様式第１号 

 

返還金支払決定通知書 

 

年   月   日 

（    年） 

 

          様 

 

豊中市上下水道事業管理者      

 

 

下水道使用料相当額に係る返還金について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

                    記 

 

 

水栓所在地  

 

還付金額               円 

 （期間：     年     月分から     年     月分） 

返還金額               円 

 （期間：     年     月分から     年     月分） 

還付金額及び返還金額         円（総合計） 

 

 

内 訳 返還金額（円） 合計（円） 

年・月 還付不能金（円） 利息相当額（円） 

円      年  月～ 

    年  月 
円 円 

 

 

 

 

 



 

返還金支払決定通知書 

（未時効分内訳） 

 

 

年   月   日 

（    年） 

 

             様 

 

 

 

 

 下記のとおり、下水道使用料を返還することを決定しましたので通知します。 

 

 

（ 年 月から 年 月分まで 未時効分） 

年 月 
返還金内訳 

合計（円） 
還付金（円） 利息相当額（円） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

還付金支払決定額           円 



 

返還金支払決定通知書 

（時効分内訳） 

 

 

年   月   日 

（    年） 

 

             様 

 

  

 

 

 下記のとおり、下水道使用料を返還することを決定しましたので通知します。 

 

 

（ 年 月から 年 月分まで 時効分） 

年 月 
返還金内訳 

合計（円） 
還付不能金（円） 利息相当額（円） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

還付金支払決定額           円 



 

様式第２号 

 

返還金支払請求書 

 

年   月   日 

（    年） 

豊中市上下水道事業管理者 宛 

 

住  所 

 

氏  名 

 

下水道使用料相当額に係る返還金について、次のとおり請求します。 

 

 

還付金額                円 

返還金額                円 

還付金額及び返還金額          円（総合計） 

 

内 訳 返還金額（円） 合計（円） 

年・月 還付不能金（円） 利息相当額（円） 

円      年  月～ 

    年  月 
円 円 

 

【振 込】 

振込指定 

金融機関 

             （ゆうちょ銀行の場合、「記号」を記入） 

銀行・金庫              本店 

組合・農協              支店 

預金種類 普 通 ・ 当 座   口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 連絡先電話番号［              ］←日中にご連絡が取れる番号をご記入ください。 

【現 金】 

現 金 ・現金での返還を希望します 

 


